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オホーツク紋別空港 警備業務処理要領 

 

（目的） 

第１条 オホーツク紋別空港警備業務処理要領（以下、「本要領」という）は、「業務委託事務取扱 

要綱」に基づき、北海道が委託した警備業務の処理の方法等について定めるものとする。また、空 

港保安上の観点から悪用される可能性のある業務処理内容については、「オホーツク紋別空港 警備 

業務実施細則（以下、｢実施細則｣という）」（受託者決定後、受託者にのみ公開）で定める。 

（業務に従事する時間） 

第２条 警備業務に従事する時間は次のとおりとする。 

 （１） 運用時間内警備（９時から１７時まで） 

 （２） 運用時間外警備（１７時から９時まで） 

（警備員の配置） 

第３条 受託者は、警備員の配置にあたってはＩＣＡＯ（国際民間航空機関）の保安に関する基準及 

び指針、また、航空法等関連法令を熟知した上で、次により警備員を配置させるものとする。 

 （１） 警備員は、施設警備業務に係る一級検定資格を有する者、又は二級検定資格を有し、実務経 

験６年以上程度の者とする。  

 なお、警備強化期間中に増員する警備員は、二級検定資格を有する者とする。 

 （２） 警備員は、本要領第２条に規定する全ての時間について常駐しなければならない。 

 （３） 常駐する警備員数は、本要領第２条各号の時間帯についてそれぞれ１名とする。 

 （４） 警備員が待機する場所は、北海道が指定する場所（別添１）とする。 

 （５） 警備員の交替時刻は、閉門時（１８時００分から翌日７時３０分の間）に行なってはなら 

    ない。ただし、警備員の体調不良など、突発的かつ警備員の交替以外に業務を継続させる手 

    段がない場合を除く。 

 （６） 前号による交替の場合を除き、警備員が交替した場合は、遅滞無く業務担当員等に報告し 

    なければならない。 

（職務に専念する義務） 

第４条 警備員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その常駐時間及び職務上の注 

意力のすべてを本業務遂行のために用い、警備員がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければ 

ならない。 

２ 受託者及び業務処理責任者は、本業務の遂行中である警備員を本業務以外の他の業務に従事させ 

てはならない。 

（警備員の制限） 

第５条 受託者は、警備業法（昭和47年7月5日法律第117号）第１４条の規定に抵触する者を警備 

員として従事させてはならない。 

（警備員の服装及び身分証明書等） 

第６条 受託者は、警備員に対し警備業法第１６条の規定に準じ、制服、制帽、白手袋、警笛を着用 

 させ上衣胸部に記名章を着装させるものとする。 

２ 警備員は、業務に従事している間は、北海道が発行する立入制限区域内立入許可証を常に携行し 

なければならない。なお、当該立入許可証の交付を受けるには、北海道空港条例（昭和36年4月1日 

条例第41号）の規程に基づき、あらかじめ北海道に申請してその許可を受けなければならない。 
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（警備業務の内容） 

第７条 受託者が実施すべき警備業務の内容は次のとおりとする。 

 （１） 空港内における禁止行為違反者の有無 

 （２） 空港内における不審物、不審者及び不審車両等の有無 

 （３） 空港施設等の異常の有無 

 （４） 車両通行用（歩行者通行用も含む）ゲートの開閉及びそれに伴う施錠・開錠 

 （５） 通常時において前号までに掲げるもののほか、実施細則において定める業務 

 （６） 緊急時等において北海道が特に必要があると認めて指示する業務 

 （７） 繁忙期において第１号から第４号に掲げるものを、増員して警備強化する場合には、実施 

細則において定める 

２ 自然災害等の影響などにより、警備業務の遂行が困難となった場合は、警備員は業務担当員また

はオホーツク紋別空港管理事務所長に速やかにその状況を報告し、必要な指示を受けなければなら

ない。 

（巡回警備業務） 

第８条 巡回警備業務は、実施細則に定める経路を所定の回数実施するものとする。 

２ 車両による巡回警備業務は、主として車両内からの目視により行うものとする。 

３ 警備員は、巡回警備を行うときは巡回時計を携行し、巡回経路順に巡回時刻が打刻された記録紙 

を業務担当員に提出しなければならない。 

４ 警備員は、巡回警備の結果、異常等を発見した場合は、速やかに業務担当員またはオホーツク紋 

別空港管理事務所長に報告し必要な指示を受けなければならない。 

５ 巡回警備に使用する車両を立入制限区域内において走行させる場合は、当該車両に３００カンデ 

ラを超える光度の青色点滅灯火を備え付けなければならない。 

 （１） 当該車両が登録車両であるときは、「道路運送車両の保安規準（昭和26年7月28日運輸省令 

第67号）」第５５条の規定による手続きを必要とし、地方運輸局長から基準緩和認定書の交 

付を受けるには、北海道（空港管理者）の証明書が必要となるので、あらかじめ「基準緩和 

認定申請（基準緩和認定の変更申請）のための証明申請書」（別添２）を北海道に提出する 

こと。 

 （２） 当該車両が未登録車両の場合は、前号の手続きは必要としない。 

６ 巡回警備に使用する車両を立入制限区域内において走行させる場合は、あらかじめ北海道空港条 

例施行規則（昭和50年3月31日北海道規則第12号）第１４条第１項ただし書きの規定により「車両使 

用(取扱)許可申請書」を提出し、その許可を受けなければならない。 

７ 車両巡回による走行時速は１５㎞/hを超えないものとする。 

（違反者等の対応） 

第９条 警備業務中において次に掲げる者及び車両等を発見したときの対応は、実施細則に定める。 

 （１） 北海道の許可を受けないで立入制限区域に立入った者及び空港内における禁止行為等の違 

反者 

 （２） 挙動の不審な者及び挙動の不審な車両 

 （３） 不審物 

（緊急事態等発生時の対応） 

第10条 航空機事故等の発生、ハイジャック及びテロ等の犯罪の発生及びこれら事件・事故の発生の 

おそれがある場合は、「オホーツク紋別空港緊急計画」及び「オホーツク紋別空港機能管理規程」 
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に基づき、被害の防止または軽減のため、警備員は必要に応じ北海道の指示を受けて迅速的確に行 

動すること。 

２ 受託者は、別に定める「オホーツク紋別空港消火救難隊の活動に関する協定」別表１により、オ 

ホーツク紋別空港消火救難隊の警務班に編成されるものとする。 

（点検等） 

第11条 機械警備機器の機能点検を毎月１回実施し、点検結果を業務担当員に報告しなければならな 

い。点検要領及び報告様式については実施細則で定める。 

２ 前項による機械警備機器の機能点検の結果、異常が認められた場合は、遅滞無く業務担当員に異 

常の状況等について報告しなければならない。 

３ 警備員は､航空機事故及び犯罪発生等の緊急事態に際して、即応できる体制を常時確保するため、 

毎日午前８時３０分から午前９時までの間に無線通信機器の機能点検を行い、感度及び明瞭度など 

の確認をしなければならない。なお、点検要領等については実施細則で定める。 

４ オホーツク紋別空港管理事務所の閉庁時間帯（４月から１１月まで １７：１５から８：３０の 

間、１２月から３月まで １７：００から８：１５の間）において、警備員が空港内で有感地震を 

感知した場合は、次のとおりとする。 

 （１） 速やかに駐車場周辺地区及び場周地区の臨時巡回を実施し、空港設備等の異常の有無を確 

    認しなければならない。また、その結果を警備業務日誌に記載するものとする。 

 （２） 空港設備等に異常を発見した場合の対応は、実施細則に定める。 

（定期報告） 

第12条 警備員は巡視状況等の結果について、別に定める警備業務日誌（別添３）を記録し、遅滞 

無く業務担当員に提出しなければならない。 

（経費の負担） 

第13条 次に掲げる費用は、受託者の負担とする。 

１ 巡回車に係る燃料等の維持的経費 

２ 報告書類、事務用品その他に係る消耗品等の経費 

（供与品） 

第14条  北海道は、次に掲げる物品を受託者に無償で供与する。受託者は、供与を受けた後、北海道 

に物品受領書を提出し、物品借受簿を設けて善良な管理をしなければならない。 

１ 供与品  （別添４） 

２ 受託者は、物品の返納にあたって供与品については供与前の正常な状態に整備し、オホーツク紋 

別空港管理事務所長が立会して物品返納書をもって北海道に返納するものとする。 

 


